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酸化亜鉛 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

1．有効成分の概要 

1.1 申請者 井上石灰工業株式会社 

 

1.2 登録名 酸化亜鉛 

 

1.3 一般名 Zinc oxide 

 

1.4 化学名 

IUPAC名： 

 

 CAS名 ： 

 

 

oxozinc 

 

Zinc oxide  

  

 

 



令和５年９月 28 日 農業資材審議会農薬分科会（第 38 回） 
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1.6 分子式、構造式、分子量 

 分子式 OZn 

 構造式 ZnO 

分子量 81.38 

 

2．有効成分の物理的・化学的性状 

試験項目 
純度 
(%) 

試験方法 試験結果 

融点 - 文献 1,950 °C, >1,975 (加圧下) 

沸点 - - 低融点物質でないため、試験省略 

密度 99.5 OECD 109  5.665 g/cm3 (20°C) 

蒸気圧 - - 低融点物質でないため、試験省略 

熱安定性 - - 低融点物質でないため、試験省略 

溶 

 

解 

 

度 

水 99.5 OECD 105 0.728 mg/L (20°C) 

有 

機 

溶 

媒 

エタノール 

- 文献 不溶 

ジクロロメタン 

トルエン 

ヘプタン 

アセトン 

酢酸エチル 

解離定数 
(pKa) 

- - 
分解物と酸化物を分けて定量できないため、

試験省略 
1-オクタノール／水分配係数 

(log Pow) 
- - 

分解物と酸化物を分けて定量できないため、
試験省略 加水分解性 - - 

水中光分解性 - - 

紫外可視吸収 
(UV/VIS) 
スペクトル 

- - 溶解度が低く測定困難であるため、試験省略 

試験項目 試験方法 試験結果 

土壌吸着係数 - 
分解物と酸化物を分けて定量できないため、

試験省略 

土壌残留性 - 
分解物と酸化物を分けて定量できないため、

試験省略 
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3．申請に係る情報 

2022 年 10 月現在、米国及び欧州での登録はない。 

 

4．作用機作 

酸化亜鉛の正確な作用機作はまだ明らかになっていないが、植物病原菌に対

する多作用点接触活性を有すると考えられている。（FRAC：未分類） 

 

5．適用病害虫の範囲及び使用方法 

・酸化亜鉛 97.0%水和剤（IC ジンク水和剤） 

作物名 
適用 

病害虫名 
希釈 
倍率 

使用液量 
使用 
時期 

本剤の 
使用回数 

使用 
方法 

酸化亜鉛を含む 
農薬の 

総使用回数 

もも類 せん孔細菌病 
1,000 
倍 

200 ~ 700 L / 
10 a 

開花期 
終了後 

8回以内 散布 8回以内 
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Ⅱ．ミツバチに対する安全性に係る試験の概要 

1．ミツバチに対する安全性に係る試験 

酸化亜鉛のミツバチに対する安全性に係る試験を表 1 に示す。 

表 1：ミツバチに対する安全性に係る試験 

 

  

試験の種類 評価段階 試験数 

成虫単回接触毒性試験 

第1段階 

1 

成虫単回経口毒性試験 1 

成虫反復経口毒性試験 0 

幼虫経口毒性試験 1 

花粉・花蜜残留試験 0 

蜂群への影響試験 第2段階 0 
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2．ミツバチ個体への毒性（毒性指標） 

2.1 成虫単回接触毒性試験 

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回接触毒性試験が実施され、48 h LD50 は

>99.5 μg ai /bee であった。 

表 2：単回接触毒性試験結果（2019 年） 

被験物質 原体 

供試生物/反復 セイヨウミツバチ(Apis mellifera)/ 3反復、10 頭 / 区 

準拠ガイドライン OECD 214(1998) 

試験期間 48 h 

投与溶媒(投与液量) アセトン(1 μL) 

暴露量 
(設定量に基づく有効

成分換算値) 

(μg ai /bee) 

対照区 
(無処理) 

(死亡率 %) 

対照区 
(アセトン) 
(死亡率 %) 

99.5 

死亡数/供試生物数 
(48 h) 

0/30 

(0%) 

0/30 

(0%) 
0/30 

LD50 (μg ai /bee) >99.5 

観察された行動異常 なし 
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2.2 成虫単回経口毒性試験 

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回経口毒性試験が実施され、48 h LD50 は 

>57.1 μg ai /bee であった。 

表 3：単回経口毒性試験結果（2020 年） 

被験物質 原体 

供試生物/反復 セイヨウミツバチ(Apis mellifera)/ 4反復、10 頭 / 区 

準拠ガイドライン OECD 213(1998) 

試験期間 48 h 

投与溶液 

(投与液量) 
50%ショ糖溶液(200 μL/区) 

助剤(濃度%) なし 

暴露量 
(設定量に基づく有効
成分換算値) 
(μg ai /bee) 

対照区 
(死亡率 %) 

57.1 

死亡数/供試生物数 
(48 h) 

0/40 

(0%) 
0/40 

LD50 (μg ai /bee) >57.1 

観察された行動異常 なし 
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2.3 成虫反復経口毒性試験 

該当なし 

 

2.4 幼虫経口毒性試験 

セイヨウミツバチ幼虫を用いた経口毒性試験が実施され、72 h LD50 は 3.57 μg 

ai /bee であった。 

表 4：幼虫経口毒性試験結果（2021 年） 

被験物質 原体 

供試生物/反復 
セイヨウミツバチ(Apis mellifera)幼虫(4日齢時投与)/ 3反復、 

12 頭 / 区 

準拠ガイドライン OECD TG237(2013) 

試験期間 72 h 

投与溶液 
ローヤルゼリー50%及び酵母エキス4%、ブドウ糖18%、果糖18%を含

む水溶液 

助剤(濃度％) アセトン(5 %) 

暴露量 
(設定量に基づく有

効成分換算値) 
(μg ai /bee) 

対照区 
(死亡率 %) 

助剤 
対照区 

(死亡率 %) 

1.2 2.5 5.0 10 20 

死亡数/供試生物数 

(72 h) 

3/36 

(8.3%) 

4/36 

(11%) 
12/36 7/36 17/36 32/36 36/36 

LD50 (μg ai /bee) 3.57 

 

3．花粉･花蜜残留試験 

該当なし 

 

4．蜂群への影響試験 

該当なし 
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Ⅲ．毒性指標 

1．毒性試験の結果概要 

 毒性試験の結果概要を表 5 に示す。 

表 5：各試験の毒性値一覧 

 

2．毒性指標値 

 成虫単回接触毒性については、48h LD50 値（>99.5 μg ai/bee）を採用し、毒性

指標値を 99 μg ai/bee とした。 

 成虫単回経口毒性については、48h LD50 値（>57.1 μg ai/bee）を採用し、毒性

指標値を 57 μg ai/bee とした。 

幼虫経口毒性については、72h LD50 値（3.57 μg ai/bee）を採用し、毒性指標値

を 3.5 μg ai/bee とした。 

 酸化亜鉛のミツバチへの影響評価に用いる毒性指標値を表 6 に示す。 

 

表 6：酸化亜鉛のミツバチへの影響評価に用いる毒性指標値 

 

毒性試験 
毒性値 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 試験1 試験2 試験3 試験4 

成虫 

単回接触毒性 
48h LD50 

>99.5 μg ai/bee － － － 

成虫 

単回経口毒性 
>57.1 μg ai/bee － － － 

成虫 

反復経口毒性 
－ － － － － 

幼虫 

経口毒性 
72h LD50 3.57 μg ai/bee － － － 

生育段階 毒性試験の種類 毒性指標値(単位) 

成虫 

単回接触毒性 

48h LD50 (μg ai/bee) 
99 

単回経口毒性 57 

反復経口毒性 － － 

幼虫 経口毒性 72h LD50 (μg ai/bee) 3.5 
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3．毒性の強さから付される注意事項 

成虫単回接触毒性及び成虫単回経口毒性共に LD50 は 11 μg/bee 以上であった

ため、注意事項は要しない。 

 
Ⅳ．暴露量の推計 

本剤は、使用時期が開花期終了後とされており、被害防止方法として、発芽（萌

芽）～落花（開花終了）までを除く期間＊での使用に限定することで、その使用

にあたり本剤にミツバチが暴露しないと想定される。 

 

＊（参考）「令和４年２月 25 日 農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会（第３回）決

定事項」及び「令和４年４月 25 日 農業資材審議会農薬分科会（第 30 回）了承事項」 

 

使用時期の制限に係る用語のうち、開花、落花の率の目安について、定義を以下とする。 

① 果樹（樹木類） 

＜開花＞ 

定義：農薬を使用する圃場において、複数の対象樹木での開花が認められた日 

＜落花（開花終了）＞ 

定義：農薬を使用する圃場において、ほぼ 100％が落花（褐変または落弁）した日 

 ※摘花処理による対応も可 

＜開花期＞ 

定義： 開花～落花（開花終了）まで 

 

〇使用時期の制限の記載例 

 ・経口暴露評価対象 

発芽（萌芽）＊～開花期を除く 

発芽（萌芽）＊～落花（開花終了）までを除く 

＊農薬を使用する圃場で、発芽（萌芽）が認められた日 

・接触暴露評価対象  

開花期を除く 

 

Ⅴ．評価結果 

 酸化亜鉛は、申請された適用方法において、被害防止方法として、発芽（萌芽）

～落花（開花終了）までを除く期間での使用に限定することで、ミツバチの群の

維持に支障を及ぼすおそれはないと考えられる。 
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